
平成２４年度   浜松開誠館高等学校 生徒募集要項 

 

                                                 学校法人 誠心学園   浜松開誠館高等学校 

                                                  〒430-0947  浜松市中区松城町207番地の2 

                                                   TEL：053-456-7111  FAX：053-455-1660 

                                                  http://www.kaiseikan.ed.jp  

入学者選抜検査 

１．募集定員 

      普 通 科 ２８０名（男・女）［浜松開誠館中学校の生徒を含む］ 

① 進学コース  約１６０名 

② 総合コース  約１２０名 

 

２．志願資格 

（１）平成２４年３月に中学校または、これに準ずる学校を卒業見込みの者 

（２）中学校を卒業した者 

（３）学校教育法施行規則第９５条に該当する者 

 

３．願書受付 

（１）受付期間  平成２４年２月１日（水）  午前９時から午後４時まで 

                ２月２日（木） 午前９時から午後２時まで 

（２）受付場所    本校２階 受付会場 （郵送も可、ただし受付期間内に必着のこと） 

 

４．出願手続 

（１）志願者による手続き 

志願者は、次の書類等を、中学校長を経由して浜松開誠館高等学校長に提出する。 

① 入学願書・受検票（本校所定用紙） 

② 入学検定料 １５,０００円 

入学検定料は、本校所定の郵便局払込取扱票を用いてＡＴＭ（自動預払機）または窓口から

払い込み、受領証を入学願書に貼付する。 

※１ ご依頼人欄の住所・氏名には、受検者の住所・氏名を記入する。 

※２ 通信欄には、受検者の所属中学校名を記入する。 

※３ 受領証はコピーをとり、保管する。 

※４ 払込手数料は依頼人が負担する。 

 

（２）中学校長等による手続き 

     中学校長は、志願者から提出された上記（１）の書類等のほか、次の書類を浜松開誠館高等学校長 

に提出する。 

① 調査書（本校所定用紙または静岡県教育委員会所定用紙） 

② 入学志願者通知書（本校所定用紙または静岡県教育委員会所定用紙） 

③ 進学コース受検者で、奨学金を受けようとする者の奨学生推薦書（本校所定用紙） 

④ 部活動において、奨学金を受けようとする者の奨学生推薦書（本校所定用紙） 

※１ 進学コース受検者で一定以上の成績の者は、中学校長が奨学生として推薦することがで

きる。 



※２ 部活動において活動が顕著な者は、中学校長が奨学生として推薦することができる。 

※３ 兄弟姉妹奨学生は、奨学生推薦書を提出する必要はない。 

 

５．入学者選抜検査 

（１）対  象    本校を単願または併願で志望する者 

（２）期  日    平成２４年２月８日（水） 午前９時開始（受付時間 ８：１０～８：３０） 

（３）検査会場   浜松開誠館高等学校 

（４）学力検査の教科 

① 進学コース 

英語（放送による問題を含む）、国語、数学、社会、理科の５教科を各５０分で実施する。 

② 総合コース 

英語（放送による問題を含む）、国語、数学の３教科を各５０分で実施する。 

（５）面接検査   全コース受検者に口頭により行う。 

（６）携行品    受検票、筆記用具、三角定規、コンパス、昼食 

（７）選考基準   調査書及び学力検査、面接検査により総合的に選考する。 

 

６．追検査 

（１）期 日    平成２４年２月１３日（月）  午前９時開始（受付時間 ８：３０～８：４５） 

（２）追検査手続き 追検査を希望する者は、受検期日・時刻までに本校へ連絡し、追検査願い書（本校

所定用紙）を所属中学校長より提出する。 

 

７．合格者発表 

（１）発表期日   平成２４年２月１７日（金）  

（２）そ の 他   上記の期日必着で、合格通知書等を所属中学校長宛に送付する。なお、合格者発表

の校内掲示はしない。また、電話等の問い合わせにも応じない。 

 

８．その他 

（１）単願者は定員以内を合格とし、残りを不合格とする。 

（２）併願者の判定は合格、補欠、不合格とし、補欠並びに不合格者は、他の私立高等学校の再募集試験

を受検することができる。 

（３）補欠者に対する合格発表は、公立高等学校の合格発表後３月１６日までに中学校長および本人宛に

発送する。 

（４）本校の受検を辞退する場合は、受検辞退届（本校所定用紙）を中学校長より提出する。 

（５）公立高等学校の再募集志願者は、本校への入学を辞退してから受検する。その際、中学校長は入学

辞退届（本校所定用紙）を提出する。 

（６）兄弟姉妹が本校に在学している志願者は、入学願書の「在学兄弟姉妹」の欄にその旨を記入する。 

（７）兄弟姉妹が本校を卒業している志願者は、入学願書の「卒業兄弟姉妹」の欄にその旨を記入する。 

（８）保護者が本校の卒業生である志願者は、入学願書の「本校との関係」の欄にその旨を記入する。 

（９）サッカー部への入部は、事前に本校の了承を得た者に限る。 



再募集検査 

１．再 募 集 

入学者選抜検査の結果、定員に満たない場合は再募集検査を実施する。 

 

２．志願資格 

入学者選抜検査の志願資格と同様とする。 

 

３．願書受付 

（１）受付期間  平成２４年３月１９日（月）  午前９時から午後４時まで 

                ３月２１日（水） 午前９時から午後２時まで 

（２）受付場所    本校事務室 （郵送も可、ただし受付期間内に必着のこと） 

 

４．出願手続 

入学者選抜検査の出願手続きに準ずる。 

 

５．再募集検査  

（１）実施期日  平成２４年３月２２日（木）  午前９時３０分開始（受付時間９：００～９：１５） 

（２）検査会場  浜松開誠館高等学校 

（２）検  査  作文（４０分）・面接検査 

（３）選考基準    調査書及び作文、面接検査により総合的に選考する。 

 

６．合格者発表 

（１）発表期日  平成２４年３月２３日（金）  午前１０時 

（２）そ の 他   

① 本校事務室前で発表する。 

② 平成２４年３月２３日（金）に所属中学校長宛に連絡する。 

 

入学手続き 

１．入学金等の振込み 

合格者は、下記の期日までに金融機関から指定用紙で振込みをする。 

（１）単願合格者  ２月１７日(金)～２月２２日(水) 

（２）併願合格者  ３月１５日(木)～３月１６日(金) 

入 学 金 施設設備資金 徳育教育充実費 計 

１００，０００円 １００，０００円 ３６，０００円 ２３６，０００円 

※ 期間内に振込みが完了しない場合は、入学を辞退したものとみなす。 

           ※ 一旦納入された入学金等は、返金しない。 

 

２．入学手続き及び制服採寸 

合格者は、本校にて保護者同伴で下記の期日に入学手続きと制服の採寸を行なう。 

（１）単願合格者 

 受付日時  ２月２５日(土)  １０：３０～１１：１０   男子生徒・保護者 

                            １１：１０～１１：５０   女子生徒・保護者 



（２）併願合格者 

受付日時  ３月１６日(金) １６：００～１８：３０   生徒・保護者 

  （３）再募集の入学手続きは、合格者発表の時に連絡する。 

 

授業料等校納金 

１．授業料等校納金（ 参考 平成２３年度 ） 

（１）授業料等(月額) 

     計３６，０００円（施設費を含む） 

※ 平成２２年４月に施行された「高等学校等就学支援金制度」により、私立高等学校在籍生徒

に一律９，９００円（年額１１８，０００円）が国から支給される。また、保護者の所得に

よって、さらに加算される場合がある。 

（２）その他の会費(月平均)  

計４，２５０円（ＰＴＡ会費、文化体育振興費、生徒会費を含む） 

※ 文化体育振興費、生徒会費は年２回の徴収となる。 

           ※ 他に研修旅行積立金、個人諸費預り金（学年費）がある。 

 

２．授業料減免制度 

（１）交通遺児等や生活困窮状態にあって一定の要件を満たす場合は、授業料の減免制度がある。 

（２）４月初めに行われるオリエンテーションの終了後、申し込み手続きを行う。 

 

奨学生制度 

１．奨学生制度 

（１）学業奨学生（進学コース）・部活動奨学生 

学業・人物ともに優秀あるいは学業・人物ともに優れ、抜群の特技を有する生徒に、年額３０万

円または１５万円を奨学金として支給する。（但し、授業料と施設費の合計額から就学支援金等の

額を差し引いた自己負担額を上限とする。） 

※部活動奨学生には、日本高等学校野球連盟の指す「高校野球特待生制度」（５名以内）を含む。 

（２）兄弟姉妹奨学生 

平成２４年度入試出願の時点で兄弟姉妹が本校の中学校・高等学校に在学している生徒に、入学

金の半額を奨学金として入学後に支給する。 

 

２．奨学金支給対象者の手続き 

（１）学業奨学生および部活動奨学生は、所属中学校の推薦書を出願時に提出し、本校から合格通知書と

ともに奨学金内定通知書を発行する。入学手続きの際に保護者が申請手続きをする。 

（２）兄弟姉妹奨学生は、入学手続きの際に保護者が申請手続きをする。 

※ 学業奨学生と部活動奨学生及び兄弟姉妹奨学生の併給はできない。ただし、交通遺児等や生活

困窮者補助金に該当する者は、併給ができる。 


